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1. 専門／文化財との関わり
(1)伝統的建造物群保存地区との関わり
　　竹富島（沖縄県竹富町）：伝建保存対策調査、保存計画見直し調査
　　荻町（岐阜県白川村）：保存計画見直し調査
　　秋月（福岡県朝倉市）：保存計画策定調査、保存審議会
　　筑後吉井（福岡県うきは市）：伝建保存対策調査、保存審議会
　　八女福島（福岡県八女市）：伝建保存対策調査、保存審議会
　　堀内・平安古、浜崎（萩市）：伝建保存対策調査、保存計画見直し調査、保存審議会
　　肥前浜宿（佐賀県鹿島市）：伝建保存対策調査
　　神代小路（長崎県雲仙市）：伝建保存対策調査、保存審議会
　　宮島厳島門前町（広島県廿日市市）：伝建保存対策調査
(2)史跡整備計画
　　国指定史跡「高橋官衙遺跡」（福岡県大刀洗町）整備指導委員会委員
　　国指定史跡「大川内鍋島窯跡」（佐賀県伊万里市）保存管理計画策定委員会委員
　　国指定史跡「池辺寺跡」（熊本県熊本市）整備指導委員会委員
(3)文化財マスタープラン・審議会等
　　那珂川町（福岡県）文化財保存整備基本計画
　　太宰府市文化財保存活用計画
　　萩市「萩まちじゅう博物館」基本計画・行動計画
　　日田市文化財保存審議会委員（文化的景観担当）

1



2. 本日の発表のポイント

　・地方における「文化財未満文化遺産」の
急激な喪失

　・文化財保護における地方分権の必要性

　・都市計画・景観法との連携の必要性

3. 地方における「文化財未満文化遺産」の喪失

(1)「文化財未満文化遺産」への視線
「有形・無形を問わず、歴史的な価値を有する文化的な所産を
文化財を含む広い意味での文化遺産としてとらえ、後生に伝え
たり、現在の生活に生かす観点から、保存・活用が必要とされ
る文化遺産の範囲が広がっている」（平成13年企画調査会審議報告）

(2)「文化財未満文化遺産」の激減の事実
萩市、谷中（東京）の事例

(3)埋蔵文化財の考え方と「文化財未満文化遺産」
空間文化財／生活文化財（空間遺産／生活遺産）の発想
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萩市の事例
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　　　　　　　　　　1998年調査　　 2004年調査

・伝統的建築物　　　　1,604棟　　　　1,434棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10.6%減少）

・その他伝統要素　　　3,825件　　　　3,460件
　（樹木・塀・垣等）　　　　　　　　（10.0%減少）

萩市・旧城下町地区内における文化遺産の喪失

【埋蔵文化財】
　地下に埋もれていて価値が顕在化していない文化財
　
　　　↓　ならば

　地域空間に埋もれて価値が顕在化していない遺産

　人の生活に埋もれていて価値が顕在化していない遺産

『空間遺産 』
　

『生活遺産』 
　

●埋蔵文化財の概念から生まれた新たな遺産概念

萩市・太宰府市の事例
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3. 地方における「文化財未満文化遺産」の喪失

(4) 絶対評価による「文化財未満文化遺産」の発掘
萩市「おたからネットワーク」の例

(5)文化遺産のデータベースやカルテの活用と意義
太宰府市「文化財保存活用計画」の例

(6)具体的な保護・活用への展開
文化財保護の視点
　未知の文化財の発掘・保護、関連する個々の文化財の総体と
しての価値付け
観光振興の視点
　観光資源に対する正当な価値付け、インタープリテーション
資源（萩の事例）
景観の保全・形成の視点
　景観資源の発掘・評価、景観形成指針への価値・根拠の提示

「文化遺産」の登録基準
萩市の事例

　　　　　　　個人の次元を超えて価値が
共有され、一定時間以上、大切に継承され
てきたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　真
正性（オーセンティシティ）が説明でき
ること

「二つの基準」
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萩市の事例
空間遺産：不動産的な性格を持つ遺産

〇空間要素
　現在はそれとわかる形態として目にできなくとも、都市や地域の歴史を
物語る地図上で確認できる要素のこと。
　例）かつての都市計画の根拠を示す歴史的な街路（道すじ）や地割り（筆界）、

水路の流路、航路など

〇景観要素
　「空間要素」の存在を可視的に証
拠づけるもののうち、地域景観の特
性をよく示している建築物や門、塀
などの工作物、護岸石積、樹木など
の要素のこと。
例） 古い建物や巨木・老木、歴史的な道

すじの脇を流れる水路の護岸石積み
や歴史的な地割りの上に残る土塀や
石垣など

萩市の事例
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萩市の事例

生活遺産：動産的な性格を持つ遺産

　〇祭事や慣習、産業、産物
　〇旧くからの地名や萩ことば（方言）などに着目した民俗的な遺産
　〇美術・工芸品や文書、絵図などに着目した芸術的な遺産
　〇自然環境や市民とのかかわりを持つ生物に着目した遺産
　〇資料・文献などモノやコトの記録に着目した遺産、など

　目に見えないコト
　　　　　→「無形要素」

　目に見えるモノ
　　　　　→「有形要素」

萩市の事例
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萩市の事例

「都市遺産（市民遺産）」とは
市民が未来に継承したいと考える物語（ストーリー）
とその証拠（文化遺産）群

太宰府市の事例
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太宰府市の事例

萩市の事例
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萩市の事例

萩市の事例
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萩市の事例

4. 文化財保護における地方分権の必要性

(1)都市計画／景観行政分野における地方分権

→ 都市計画法の大改正（2000年）における大幅な
地方分権の枠組みの提示
・国から県、県から市町村への様々な都市計
画決定等に関する権限委譲（トップダウン型）

・「都市計画市町村マスタープラン」、住民やNPOに
よる「都市計画の提案制度」（ボトムアップ型）

→ 景観法（2003年）：自治体（景観行政団体）に
よる景観計画の策定（ボトムアップ型）
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4. 文化財保護における地方分権の必要性

(2)地方分権の視点から見た伝統的建造物群保存
地区制度の先進性

→ 調査・評価・地域社会のコンセンサス形成・条例制定・
保存計画策定・指定後の運用（修理・修景事業、他省庁
事業との連携）等についての技術の開発・普及

→ 事例による建築規制等に対する過剰な反感の低減
→ 地域おこしやまちづくりの手法としてのニーズの高まり
→ 人が住む地区全体を文化財として保護するためのノウハ
ウは世界的に見てもユニーク

→ 地区計画制度（都市計画）、景観地区（景観法）のモデ
ルとなりうる

4. 文化財保護における地方分権の必要性

(3) 今後の文化財保護行政に求められる地方分権
：ボトムアップ型

　→身近な文化財（文化遺産）の喪失を食い止める
　→多種の文化財を一体の環境として総合的に把握、継承・

活用する
　→地域が大切と考える無数の有形・無形の文化財を地域の

視点で拾い上げ（価値付け）る
　→地域の人々（民間事業所や行政を含む）の手によってマ

ネジメントしていく枠組みを認め支持する
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5. 都市計画・景観法との連携の必要性

(1)伝建制度に見る国土交通省事業との連携
「伝建保存計画」による街なみ環境整備事業の誘導
：筑後吉井伝建地区、八女福島伝建地区の事例

(2)文化的景観と伝建制度の融合について

　→人が住む、人々の暮らしと強く関係するという意味にお
いて伝統的建造物群と似ている側面

　→伝建制度が持つようなきめ細かな選定・運用手順を踏む
ことが文化的景観においては困難な状況

　→伝建制度の利点やすぐれたノウハウが減じることのない
ような配慮が必要

伝建保存計画に基づく街なみ環境整備事業のための修理・修景マニュアル
（筑後吉井・八女福島）
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伝建保存計画に基づく街なみ環境整備事業による老朽アーケード街の修景

伝建保存計画に基づく街なみ環境整備事業による老朽アーケード街の修景
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伝建

名勝

史跡

文化的景観

景観法と文化的景観
文化財保護法における史跡・名勝・伝統的建造物群と文化的景観

伝建

名勝

史跡

文化的景観

広義の文化的景観

景観法と文化的景観
文化財保護法における史跡・名勝・伝統的建造物群と文化的景観
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5. 都市計画・景観法との連携の必要性

(3)保存管理計画や保存計画による景観や都市計画の誘導

　→景観法は地域社会が描く地域景観の将来像実現を支援す
る枠組み

　→市民遺産リスト／文化遺産データベースは景観形成や都
市計画の基礎・根拠資料となりうる

　→地域振興、都市計画、観光振興等の施策と連携した広い
意味での地域における文化遺産の保護

　→伝建制度の援用や文化遺産データベースの普及が有効な
手段

6. 「歴史文化マスタープラン（仮称）」の提案

(1)マスタープランの内容
　→ 当該自治体等による歴史文化まちづくりの宣言
　→ 文化遺産データベースの構築
　→ 市民遺産リスト／市民遺産カルテの作成
　→ 文化的景観制度による歴史的環境保全のための地区設定
　→ 文化遺産／市民遺産を保存・保全・活用するための基本方針
　→ 市民遺産ごとのマネジメント計画（包括的保存管理計画）
　　

内容：評価・登録（市民遺産リスト／市民遺産カルテの作成）
　　　　　 保存整備（市民遺産の価値の保全・維持等に関する計画）
　　　　　 環境整備（市民遺産の活用のための環境整備に関する計画）
　　　　　 システム整備（マネジメントの主体とシステムに関する計画）
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6. 「歴史文化マスタープラン（仮称）」の提案

(2)枠組み
　→ 自治体（行政団体）が、「歴史文化のまちづくり（仮称）」を宣言
　→ 「文化財未満文化遺産」を「文化遺産」として登録
　→ 「関連する個々の文化財の総体」を「市民遺産」として登録
　→ 文化遺産・市民遺産のマネジメント計画を内容とする「歴史文化マ

スタープラン」を策定
　→ 国は、当該自治体を「歴史文化行政団体（仮称）」として認定
　→ 核となる文化的資産の保護や、その周辺環境の保全・整備について、

様々な助成措置を講ずる
　→ 文化庁と国土交通省、農水省、環境省等との連携事業として実施
　→ 文化的資産の保護／それらを活用した地域景観形成／周辺環境の保

全・整備について連携
　→ 市民遺産のなかで特に顕著な普遍的価値があるものを世界遺産暫定

リストに推薦
　→ 国は歴史文化都市リストとそれらを特徴づける市民遺産リストを管

理し観光立国等の施策に活用

萩市　　　　　　太宰府市
■まちづくり構想計画
　萩まちじゅう博物館構想 太宰府市まるごと博物館構想

文化財保存活用計画
（文化遺産からはじまるまちづくり）

■遺産の名称／リスト／データベース
　都市遺産リスト 市民遺産リスト（仮称）
　文化遺産データベース 文化遺産データベース（仮称）
■コア博物館
　萩博物館 太宰府館（九州国立博物館）
　萩まちじゅう博物館条例 景観まちづくり条例（未）
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おわり
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